
県内全市で実施している

市民交通災害共済
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検 索福島県市民交通災害共済
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共済期間
令和6 年4 月 1 日から

令和7 年3 月31日まで

令和4 年度会員は385 ,919 名の方が加入し 、

共済見舞金等を1,3 9 0 名の方にお支払いしており ます。

詳し く はHPをご覧く ださ い。

h ttp : //w w w . fk sm .j p /k o tu /　 または

福島県自転車条例で加入義務化さ れた自転車損害賠償保険ではあり ません。

死亡さ れた
場合は

１００ 万円

二本松市役所（ 生活環境課生活防災係） ☎0 2 4 3 -5 5 -5 1 0 2
各支所地域振興課市民福祉係

● 安達支所／☎0 2 4 3 -2 3 -1 2 2 5 　 ● 岩代支所／☎0 2 4 3 -6 5 -2 8 1 4 　 ● 東和支所／☎0 2 4 3 -6 6 -2 5 0 0

http://www.fksm.jp/kotu/


次の書類等を持って市役所へお越しく ださ い。

共 済 見 舞 金

見舞金等の請求期間は、交通事故による
災害を受けた日から2 年間です。

交通事故証明書がと れない場合の特例

等 級 災害の程度 支 給 額
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死亡し た場合

入院通院日数2 7 0 日以上

入院通院日数2 0 0 日以上

入院通院日数1 5 0 日以上

入院通院日数1 2 0 日以上

入院通院日数9 0 日以上

入院通院日数6 0 日以上

入院通院日数3 0 日以上

入院通院日数8 日以上

入院通院日数4 日以上

1,000,000円

300,000円

200,000円

150,000円

100,000円

80,000円

60,000円

50,000円

30,000円

20,000円

300,000円
自動車損害賠償保障法施行令
第1 級または第2 級の障害

重度障害
見舞金

※バイ ク・ ス ク ータ ーによ る 事故の場合は
　 交通事故証明書が必要で す。
　 目撃者証明書で の請求はで き ま せん。

※自認書の用紙は市役所にあり ます。
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2

3

●見舞金等支給の算定基礎と なる治療期間は事故発生日から
　 1 年以内で、請求期間は2 年以内です。

●会員の故意または重大な過失（ 酒気帯び、無免許、速度違反等）
　 による交通事故、若しく は、天災その他の災害による事故の
　 場合は、見舞金等のお支払いはできません。

●国外での交通事故は対象になりません。

請求期間（ 2 年以内）

見舞金等支給の算定基礎と なる治療期間（ 1 年以内）

事故
発生日

自転車の事故の場合、 交通事故証明書の代わり の

「 証人（ 目撃者） によ る 交通事故に関する 証明書」、

「 診断書」 によ り 、 1 0 等級（ 2 万円） の見舞金を お

支払いし ます。

人身事故証明書入手不能理由書により 保険会社から

自賠責保険金が支払われた場合は、「 自認書」、「 人身

事故証明書入手不能理由書」の2 点の提出があれば、

見舞金等をお支払いし ます。

共済期間

加入資格

令和6 年（ 2 0 2 4 年）４ 月１ 日から令和7 年（ 2 0 2 5 年）３ 月31日まで
※途中で加入さ れる方は、加入し た日の翌日から 令和7 年（ 2 0 2 5 年）3 月3 1 日までです。なお、共済期間の開始前に転出し た場合は届け出てく ださ い。

福島県内の市の住民基本台帳に記載さ れている方
※年齢の制限はありません。

こ んなと きは どう なる？こ んなと きは どう なる？こ んなと きは どう なる？

歩行中に転んで負傷し た場合、「 目撃者証明書」
でも 見舞金は支給さ れますか？

会員資格は失いません。転出先で 交通事故にあっ
ても 見舞金等をお支払いし ます。

お支払いできません。「 目撃者証明書」は自転車に
よる 事故を 救済するも のであり 、歩行中の転倒や
階段での転倒などは交通事故ではないためお支払
いの対象と はなりません。

共済期間中、他県（ 市外）に
転出し た場合は、どう なりますか？Q

A

Q

A

?

診断書 会員証 印　 鑑

口座情報
通帳など。

■お問い合わせ先

自動車安全運転センタ ー福島県事務所
福島市町庭坂字大原1 -1 　 ☎0 2 4 -5 9 1 -4 1 1 1

《 警察署への届け出が必要です。》

交通事故によるケガの
治療のために入通院し
た日が明記さ れている
も の。

認印で結構です。

※「 交通事故証明書」「 診断書」については原本の提出が基本ですが、保険会社の「 原本の写と
相違ない」と の証明があるも のについては写し に代えること ができます。

会員証は大切に
保管し てく ださ い。

交通事故証明書

会員証

交通事故により 救急車で事故現場から 病院等に運ば

れた場合「 救急搬送証明書」（ 消防署長または病院長

発行のも の）が得ら れれば、交通事故証明書と 同様の

扱いとし ます。

万一事故にあわれたら！

通院日数は治療のために病院に通っ た日数です。
令和2 年度よ り 次の点が改正さ れまし た。
・ 見舞金の対象は入院通院4 日目から です。
・ 共済見舞金等の支払いは、 原則と し て同一共済期間中1 回です。 ただし 、 同一共済

期間中に再度発生し た災害によ る傷害の程度の等級がよ り 上級に該当する 場合は、
請求によ り 差額を 支払います。

※共済期間外の交通事故については、 見舞金等の給付の対象と はなり ません。
　 被災者が未成年（ 1 8 歳未満） の場合は親権者が請求するこ と と なり ます。
※共済加入者が加害者・ 被害者であるかの区別はあり ません。 自ら が事故の当事者と なっ た場合は
　 見舞金等を お支払いし ます。
※重度障害見舞金の請求期間は障害の等級認定を 受けた日から 2 年間と なり ます。 請求の際は後遺
　 障害診断書と 、 後遺障害の等級が確認できるも のを お持ちく ださ い。


